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第1次 通信自由化期における通信産業の構造

上 野 虎 介

は じ め に

本稿の課題は,第1次 通信自由化期(以 下,第1次 自由化期)に おける日本

の通信産業の,構 造的特質を明らかにすることである、:

第1次 自由化期 とは,電 電公社が民営化 された1985年4月 か ら,概 ね97年2

月のWTO通 信自由化合意成立までの時期を指す11。この時期に,日 本では電

電公社の民営化と新規事業者(NCC)の 参人とによって,そ れまでの電電公

社(1お よびKDD)に よる独占体制の排除と競争の導入が試みられた。 しか し,

第1次 自由化期における通信事業者間の競争は一般に 「管理された競争」 と呼

ばれ,そ の競争導入の不十分さが多 くの論者21によって批判されてきた。それ

らの批判に共通するのは,通 信事業法(電 気通信事業法 ・NTT法 ・関係法律

整備法)に よる事業規制,そ して規制当局である郵政省(現 総務省)に よる裁

量行政,お よびそれらに規定されたNTTの 独占的地位が,事 業者間の公正有

効競争を阻害してきたという主張である。そのため先行研究の多 くでは公正有

効競争の理念の下に.主 としてNTTの 経営形態のあ り方(分 離 ・分割問題)

や事業規制のあ り方の是非が論 じられてきた。

しかしながら,こ れらの議論は,そ の対象をもっぱら長距離通信部門におけ

るNTTと 長距離NCC3社 との競争関係に限定 したため,移 動体通信部門や

1)第1次 通信 自巾化 の時期 に関 して は,明 確な区分があ るわけではない・本稿で は.1997年2月

のWTo通 信 自由化 合意成立以 降に,日 本において も事業規制 の大幅な緩和や 企業の再編,異

業種 ・外資 の参 入の活発化がな された ことか ら,こ のよ うな時期 区分を採用 している。

2)福 家秀紀 『情 報通信産業の構造 と規制緩和』NTT出 版,2000年,奥 野正寛 ・鈴村興太郎 ・南

部 鶴彦編 『日本 の電気通信』 日本経 済新聞社,1993隼,永 井進編 『現代 テ1!コ ム産業 の経 済分

析』法政 大学出版局,1994年.な どを参照。



90(494)第173巻 第5・6号

データ通信部門も含めた全体としての通信産業が自由化以降にどのような発展

過程を辿 ったのかを明らかにしていない。 したがって本稿では,長 距離通信部

門以外の部門での事業者間の競争構造やサービスの多様化の経緯をも分析対象

にすることによって,第1次 自由化期における通信産業の構造的特質に関する

正確な評価を試みたい。

以下,第1節 では第1次 自由化期における通信産業の全体像を概観し,そ の

構造的特徴について述べる。第H節 では,有 線通信(固 定通信)部 門のサービ

ス多様化の実態について述べ,そ れが産業構造に与えた影響について考察する。

第皿節では,移 動体通信部門を対象に,そ の 白由化の過程 と事業者間の競争構

造について明らかにする。

1第1次 自由化期の通信産業の実態

1自 由化後 の通信産業 の実態

自由 化 後 の 日本 の通 信 産 業 の実 態 を見 る と,次 の3つ の特 徴 を見 出す こ とが

で き る。 第1に,通 信 事 業 者 数 の増 加 で あ る。 自由化 の 開始 年 で あ る1985年 と

96年 と を比 較 す る と,第1種 電 気 通 信 事 業 者(以 下,1種 事 業 者)31が7社 か

ら138社 に,第2種 電 気 通 信事 業 者(以 下,2種 事 業 者)は216社 か ら4588社 に

増 加 した41。1種 事 業 者 の 巾で は,地 域 ・移 動 体 系NCCの 数 が 年 を 追 う につ

れ て増 加 して い るの に対 し,長 距 離 ・国 際 ・衛 星 系NCCの 数 は あ ま り変 化 し

て い な い 、,第1表 は長 距 離 ・国 際 ・衛 星 系NCCの 参 入事 業 者 の概 要で あ る 、、

NCCへ の 出 資 者 は,同 表 に見 る よ うに長 距 離 ・国 際 ・衛 星 系 が 白動 車 ・電 機

メー カ ー と商 社 等 で 構 成 さ れ て い た.、地 域 系 は そ の多 くが 電 力 会社 の子 会社,

移動 体 系 の 多 くは長 距 離 ・国 際 系NCCの 子 会 社 で あ った 。 一 方,2種 事 業 は,

3)電 気通信事業法の規定によれば,第1種 電気通信事業者は自前の電気通信回線設備を所有し

サービスを行う峯業者・第2種 電気通信事業者は第1種 電気通信事業者から電気通信匝1線設備を

借 り受けて事業を行う事業者のことを言う。第2種 事業者はさらに,不 特定多数の者の通信に

サービスを提供する特別第2種 電気通信事業者 と,それ以外の一・般第2種 電気通信事業者に区別

される。

4)郵 政省 『通信白割 による。以下.特 に注記のない数値は,『通信白書1を 参照 している。
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長 距離通信 系 国際通信 系 衛 星通信 系

会 社 名 第二電電 日本テレコム 日本高速通信 日本国際齢
国際デジタル

逓信
1・体通信衛星 宇節垂信

主な出資者

山

珊セラ

ソニー

三菱商事

セコム

ウシオ電機

等

国鉄

住友商事

ゴ井物産

三菱商事

日樋 運

等

トヨタ

道路施謝絵

π菱商事

=井物産

住友商事

等

三菱商事

三井物産

住友商事

松下電器

等

C&W

トヨタ

伊藤忠商事

エアタッチ・Dl

等

1糠 忠商事

三井物産

ヒューズ ・コ

ミュニケーショ

ンズ

三菱商事

三菱電機

1嬬 σ)種類 電話噂 用 電話専 用 電紬 専用 電語 専用 電諒 専用 専用 醐

事業開始期
鯛:1986.10

電話:1987.9

専用:1986.8

電話:1987.9

専用11986,11

電話 コ987.9

専駐1989.4

電諒1989,10

専用:1989.5

電話:1989、10

1989.4 1989.7

出所;ポ 平成9年 版通信 白書』 より,加 筆修正 して作 成,,

事業規制がほとんど存在 しないことや初期の設備投資費用が比較的小額である

ことから,参 人事業者数は1種 事業者をはるかに凌駕する規模で増加 した。参

入事業者は情報 システム ・ソフ トウェア系,流 通 ・輸送系,出 版 ・広告系,商

社など多岐に亘っている。

第2の 特徴は,移 動体通信部門とデータ通信部門の成長である。両部門の売

上高が全サービスの売上高に占める比率は年々上昇 していった。第2表 は1種

事業者のサービス別売上高の推移を表 している。同表に示されるように,移 動

体通信部門はとくに携帯電話部門の売上高増加によって,全 体に占める割合を

上昇させていった。一方で,固 定電話部門の売上高が全売上高に占める比率は,

年を追 うごとに低下 していった。固定電話の契約数は96年 まで伸び続けたが.

その伸び率は89年 より低下の一・途を辿 った5レ。

データ通信部門に関しては.そ の売 上高を正確に測る統計が存在 しない。 し

か し1種 事業者の専用線やその他の項 目(デ ータ伝送等)の 伸び,及 び2種 事

業者(約 半数がデータ通信サービスに従事)の 売L高 がおおよその目安になる

と思われる。2種 事業者の売上高は,96年 度には1兆8079億 円に達 した。

5)固 定電話の契約数が純減に転じるのは97年度からである.
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第2表 第1種 事業者のサー ピス別売一ヒ高推移 (単位:億 円)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

固定電話 49,500 50,980 51,724 52,147 53,110 54,644 57,719 58,720

一専用 4,160 4,581 4,858 5,525 5,678 5,861 5,985 6,320

無線呼び出し 1,160 1,251, 1,506 1,787 2,183 2,730 2,889 2,872

携帯 ・自動車電話 1,355 2,469 3,397 4,665 6,080 8,732 14,187 23,554

PHS 307 2,825

電信 ・電報 626 657 736 806 830 922 981 1,000

その他 2,661 3,259 3,816 4,215 5,158 5,494 5,981 6,655

計 59,462 63,197 66,037 69,145 73,039 78,383 88,049 101,946

注 二その他は,デ ータ通信,デ ータ伝送.フ ァクシミリ通信,ビ デオテックス,テ レγクス.

1SDN,オ フ トーク通信 と雑収入、,

出所:総 務省総合通信基盤局データより作成,

第3の 特 徴 は,第1種 事 業 に お け る競 争 制 限 的構 造 の形 成で あ る。 郵 政 省 は

そ の 自 由化 政 策 の 主 目的 を,既 存事 業 者(NTT・KDD)と 直接 の競 合 関 係 に

あ る 第1種NCCの 保 護 と育 成 に置 い て い た。 そ の た め,郵 政 省 は各 種 の事 業

規 制 と裁 量 行 政 に よ っ て,NCCに 有 利 な競 争 環 境 が 作 り出 され る よ う に し

だ1}。そ の 具 体 的 内容 は,第1に 参 入 事 業 者 数 の 制 限(参 人 ・退 出 規 制)と,

参 人分 野 の細 分 化(業 態 規 制)で あ る。1種 事 業 者 の 業 務 範 囲 は 固定 通 信 部 門

と移 動 体 通 信 部 門.さ らに 固 定通 信 部 門が 長 距 離 ・国 際 ・地 域 ・衛 星 の 各部 門

に 細 分 化 さ れ た 。 そ の 上 で 直 接NTT・KDDと 競 合 関 係 を 持 つ 長 距 離 ・国

際 ・衛 星 系NCC71の 参 入 は,2～3社 に制 限 さ れ た 。 と の業 態規 制 は,96年

1月 に 郵 政 省 が 自 ら業 務 区 分 の根 拠 が 存 在 しな い こ とを 認 め る8ンまで 維持 さ れ

続 け た。

第2は,料 金 規 制 に よ る事 業 者 問 の 料 金 格 差 の 維 持 で あ る,、これ は 特 に

NTTと 長 距 離NCCに 対 して とられ た措 置 で あ った 。 電 気 通 信 事 業 法 は1種

6)内 山隆 ・石井晴夫 「通信事業一1(石井晴夫編 『現代の公益事業』NTT出 版.1996年)153ベ ー

ジ、、

7)地 域 ・衛星部門に参人したNCCは.当 初その事業範囲を専用線市場に限定しており,既 存事

業者であるNTT・KDDと の直接の競合関係にはなかった、

8)96年1月 に郵政省が発表 した 「『第2次 情報通信改革』の推進に向けた規制緩和の推進につい

て」において,業 務区分が存在 しないことが明文化された。福家,前 掲書。13ページ参照.
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事業者の料金設定を認可制と定めていた。郵政省はこの制度を利用し,自 由化

後の数年間は長距離NCCに 有利な料金認可を行い続げた.例 えば最遠距離区

分の平日昼間の3分 間料金を比較すると,87年9月 の段階では,両 者の価格差

は100円であった.,そ して92年6月 に至るまで,両 者の料金は常に40円 か ら60

円の価格差が維持されていたのである9}。

2事 業者問の競争構造とNTTの 位置

長距離通信部門における料金格差は93年ll月 まで維持された。その間,長 距

離NCCはNTTか らの競争圧力を受けることなく,NTTの シェアを奪 って

いった 長距離NCCは とくに大都市間の大企業の通信需要を取 り込んでいっ

た。長距離NCC3社 の トラヒック ・シェアの推移を見ると,96年 度の段階で,

NCCは 県間通信の35,7%,3大 都市間の56,4%の シェアを獲得 している。 こ

の結果,長 距離NCCの うち第2電 電(DDI)・ 日本テレコムの2社 は88年 度

に早 くも単年度黒字,89年 度には累積赤字を解消するに至った1①、,この状況は,

固定通信部門の他の部門においても変わ りはなかった。第1種 事業者の固定電

話部門における営業収益の推移を見ると,NCCは89年 度の1512億 円から96年

度の8089億 円に収益を伸ば しているのに対 し,既 存事業者であるNTT・KDD

の売 ヒ高は伸び悩み,一 時的には傾向的な低下を見せることになった1"。

このように,郵 政省によるNCCの 育成は彼らの急速な成長を可能にした。

しか しNCCは 事業立ち ヒげから数年で本業の黒字を達成 したため,新 規事業.

の開発やサービスの多様化に投資を振 り向けるインセンテ ィヴは弱かった。市

場の急速な拡大を見せつつあった携帯電話部門を除けば,NCCの 関心は主と

9)情 報通信総含研究所 「情報通信ム ン ドブ ック2001年 版』情報通信総合研究所,2000年,81ペ ー
ジ参照。

10)長 距離NCCの 早期 のシェア ・営業収益拡大 には。光 フ了イバ網の利用な ど,技 術的な要因 も

存在 した。

11)こ う した事態 に際 し.NTTは 再三郵政省 に対 し料金の リバ ランシングを求 め続 けて きた、,こ
の リバ ランシングに関 しては.94年4月 にアクセス ・チャージの導入,95年 の2月 に基本料の値

上げが認 可されている。
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して従来の固定電話部門における価格競争に向けられていたと言える。これに

対 し,積 極的に新規事業の開発やサービスの多様化に乗 り出したのは,既 存事

業者であるNTTの 方であった。NTTは 第1次 自由化期を通 じて,有 線通信

部門 ・移動体通信部門の双方で新規事業の立ち上げ,あ るいは通信サービスの

多様化を主導 し続 けた.

NTTの 積極的な事業活動を可能にしたのは,政 府のNTTの 事業活動に対

する方針 と,そ れに対応 した措置であった。電気通信事業法およびNTT法 に

は,そ れぞれ事業者の疫資活動に関する規定が存在 しなかった12)。その上,郵

政省もNTTの 新規事業を規制するような措置や事業介入を基本的にはとらな

かった。NTTに 対 してこうした自由な投資活動が認められたのは,そ れが第

2次 臨時行政調査会(第2次 臨調)に よって民営化以降の規定路線とされてい

たためであった。第2次 臨調の行政改革に関する第3次 答申(基 本答申).第

4部 会報告はそれぞれNTTの 経営形態に関 しての提言の中で,「合理化推進

の観点から,業 務範囲については公益上支障のない限 り,大 幅にこれを認め,

弾力的投資活動を行わせ る押 という旨の記述を行っていた。NTTは 公祉時

代以来蓄積された技術開発力と,様 々な種類の研究機関を有 していた。そのた

め政府 としては,NTTに 新たな事業投資を行わせ ることで,NTTに 通信産

業を発展させる牽引車 としての役割を期待 したのである,,

このことはMvrに とって大きな意義を持っていた、,なぜなら電電公社時代,

日本電信電話公社法によって投資活動が制限され,予 算の決定 も国会の議決に

委ねられていたNTTに とって,経 営の自主性を獲得することは経営者 ・労働

細.合の…致 した要求だった凶からである。また,民 営化以降のNTTは 固定電

話市場のシェアが徐々にNCCに 奪われてい くという事態に直面 し,時 を追う

12〉 竹m保 志 「電気通信事業の経営多角化」(舟 田正之編 『公益事業の 多角経営 と法規制』 第一法

規出版,1995年)175ペ ー ジ.、

13)臨 時行政調査会事務局 『臨調基 本提 晋一 ・臨時 行政調査会 第3次 答 申」行政管理研究セ ンター,

1982年,108ペ ー ジお よび275ベ ー ジ,、

14)詳 しくは,井 上照幸 『電電民営化過程の研究』 エ ルコ,と000年,182ペ ー シ参照・
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につ れ て 固定 電 話 部 門 に代 わ る新 た な収 益 源 を 確立 す る必 要 に迫 られ てい た か

らで あ っ た。

Il有 線通信部門の構造変化

1サ ービスの多様化とデータ通信部門の成長

第1次 自由化期の有線通信部門の特徴は,サ ービスの多様化とその契約数の

増加である。第1図 は固定電話を除く主な有線通信サービスの回線 ・契約数の

推移を示している。一般専用線の契約数が95年 度より減少に転 じているのを除

けば,他 は順調な契約数の伸びを見せている。とくにISDN(総 合デジタル通

信網〉サービスに関しては,95年 以降に大幅な契約数の増加を見せた、,

周定電話以外の有線通信サービスは,そ のほとんどがNTTに よって導入さ

れた。これらの有線通信サービスは.そ の導人時期によって2つ に分類で きる,

1つ は専用線やファクシミリ通信のように.民 営化以前から提供されてきた

サービスである、ひもう1つ はビデオテ ックス,バ ケット通信,ISDNの ように,

民営化の前後に提供を開始 したサービスである。このうちパケット通信は80年

7月,ビ デオテックスは84年11月 にサー ビスが開始されてお り.民 営化以降に

サービスが開始されたのはISDNの みであった。 したがって,NTTに よる固

定電話以外の有線通信サー ビスの提供は,民 営化 と同時に展開されたわけでは

なく,積 滞解消 ・全国自動即時化により固定電話市場の伸びに陰 りが見えた80

年代前半か ら志向されていたのである15,。したがって民営化以降の有線通信

サービスの多様化を,そ の開始時期によって特徴付けることはできない。

民営化以降の有線通信サービスの多様化を特徴付けたのは,通 信 ネットワー

クの持続的な高度化 と,同 一サービス内でのラインアップの豊富化であった、,

高度化とは音声 ・データ・画像など諸情報の高速 ・大容量伝送の実現を意味す

る。ラインア ップの豊富化 とは,同 一サービス内でも伝送方式や伝送容量の異

15)各 種有線 通信サ ー ビスの導入時 期 に関 しては.N「TTラ ーニ ング ンステム ズ 伽TTのIO年

サー ビス ・技術編』 目本電信電話株式会社 社史編纂委 員会,1996年,参 照。
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第1図 有線有信サ ービスの契約数推移
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出所:「 通信白書各年版 」,お よびNTT「 有価証券報告書」各年版 よ り作 成・

な るサ ー ビス を提 供す る こ とで あ る。 専 用線 を例 に上 げ る と.民 営 化 に先 立 つ

84年11月 に,NTTで は従 来 の一 般 専 用 回線 サ ー ビス に 加 え て 高 速 デ ジ タル伝

送 回線 に よ るサ ー ビ スを 開始 した。 高 速 デ ジタ ル伝 送 回線 サ ー ビス の特 長 は,

光 フ ァ イバ を利 用 す る こ とで あ らゆ る情 報 の 高速 ・大 容 量 の伝 送 を 可能 に した

こ とで あ る,,NTTで は 当 初.64kbit/sか ら6Mbit/sま で の6つ の 伝 送 容 量.

を 用 意 した 。 そ の 後,87年11月 に3Mbit/sを,90年3月 に は128kbit/sな ど

5品 目 を 追 加 す る な ど,よ り高速 ・大 容 量 の サ ー ビス の 提 供 を 実 現 して い っ

た161、,また,パ ケ ッ ト通 信 サ ー ビス の場 合だ と,企 業 間 ・企 業 内 で の デー タ伝

送 の形 態 が 大 型 コ ン ピ ュー タに よ る処 理 か らLANの よ うな分 散 型 ネ ッ トワ ー

ク に移 行 す るの に応 じて,フ レー ム リ レー(94年ll月)や セ ル リ レー(95年9

月)と い った よ り高 速 ・大 容 量 の伝 送 が 可 能 な サ ー ビス が 次 々 に提 供 され る よ

16)同 上書,24-25ペ ージ.
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うになった17)。

こうした有線通信サー ビスの多様化は,自 由化以前におげる音声通信中、亡、の

市場構造の転換 を意味していた。すなわち自由化以後は,用 途に応 じた多種多

様な有線通信サービスの提供がなされたこと,有 線通信インフラの高速化 ・大

容量化が図られたことで,法 人向けを中心としたデータ通信サービス市場の拡

大が促進されたのである。第1次 自由化期にデータ通信サービスを担ったのは
,

主 として2種 事業者であった181。したがって,こ の時期は,1種 事業者が有線

通信インフラを提供 し、これを利用して2種 事業者が各種のデータ通信サービ

スを提供するという分業構造の下で ,デ ータ通信サーピス市場の拡大が図られ

ていった。

2自 由化後の新規事業一一NTTのISDNサ ービス

デ ー タ通 信 サ ー ビ ス の 拡 大 を促 す 要 因 の1つ に ,白 由 化 後 のNTTに よ る

ISDNサ ー ビス の導 入が あ っ た。ISDNと は音 声 通 信
,デ ー タ通 信,画 像 通 信

な どの異 な る通 信 サ ー ビ スを1つ の デ ジ タル ネ ッ トワー クで提 供で きる ネ ッ ト

ワー クの こ とを指 す 。 通 信 サ ー ビスの 多 様 化 に伴 い
,従 来 の電 話 機 以 外 に多 種

多 様 な端 末 が 電 話 網 に接 続 さ れ る よ うに な った が,そ の結 果,互 い に通 信 で き

ない 端 末 同 士 の 問題 な どが提 起 さ れ る よ うに な った 。 しか し
,当 時 の 通 信 ネ ッ

トワー クは そ れ ぞ れ の 目 的 に応 じて個 別 に構 築 され て お り
.多 種 多様 な 二 一 ズ

に応 え る に は機 能 面 ・品質 面 ・経 済 面 で 限 界 が あ った
、,その た め,こ の既 存 の

ネ ッ トワー ク の限 界 を 克服 した新 しい ネ ッ トワ ー ク と して
,ISDNが 構 想 さ れ

た の で あ るゆ。

NTTは88年4月 に,世 界 に先 駆 け て 「1NS64」 の提 供 を 開 始 した
。INS64

は1本 の契 約者 回線 で,2つ の情 報 チ ャネ ル(Bチ ャネ ル:64kbit/、)と1つ

17)同 」r書,20-21ページ。

18)1種 事業者がデータ通信サービスに本格的に取 り組むのは
,第2次 通信自由化以降のことであ

るぐ

19)「ISDNの 基礎」rビ淋 ス ・コミ」ニケーション」V・1.25N。.7,1988年,12。 べ_ジ 。
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の信 号 チ ャネ ル(Dチ ャネ'レ:16kbit/s)を 提 供 し.た とえ ば通 話 を しなが ら

デ ー タを送 信 す るな ど,同 時 に2チ ャネ ルの 通 信 を 可 能 に した 。 そ の 翌年 の89

年6月 に は,23のBチ ャ ネ ル と1つ のDチ ャネ ル を束 ね た 「INSネ ッ ト1500」

の サ ー ビス を 開始 した。 これ は ア クセ ス 回線 に光 フ ァ イバ を使 用 して,Bチ ャ

ネ ル23本 の個 別利 用 を可 能 に した 。 さ ら に90年6月 に は 、 パ ケ ッ ト通 信 サ ー ビ

スで あ る 「INS-P」 を 開始 した 。 これ に よ って,送 る情 報 や 相 手 の通 信 機 器 に

応 じて,通 話,デ ジ タル通 信.パ ケ ッ ト通 信 の 各 モー ドを 白由 にユ ー ザ ー が 選

択 で き るよ うに な っ た鋤。

こ う したISDNサ ー ビスの 導 入 に並 行 して,NTrは90年3月 に 「新 高 度 情

報 通 信 サ ー ビス(VI&P)」 構 想 を打 ち 出 した 。VI&P構 想 と は,高 速 ・広 帯

域 化 の 進 ん だISDNを 活 用 し.① 多 彩 で 質 の 高 い 映 像 「Visual」 を 伝 送 す る,

② ネ ッ トワー クに高 度 「Intelhgent」 な情 報 処 理 機 能 を持 た せ る,③ 多 様 化

した 個 人 「Personal」 の 要 望 を満 た す こ とを 基 軸 と した 通 信 サ ー ビ ス ビ ジ ョ ン

で あ る」1》。NTrで は このVI&Pに よ っ て、 新 た な基 本 通信 サ ー ビ ス お よ び高

度 通 信 サ ー ビス の提 供 を 理 念 と して掲 げ た 。 そ してVI&Pで 掲 げ た ビ ジ ョ ン

の具 体 化 に 向 け て,中 期 経 営 計 画(1990年 度 ～94年 度)を 策 定 した 。 さ らに こ

のVI&Pと 中期 経 営 計 画 を受 け継 ぐ形 で,94年1月 に は 「マ ル チ メデ ィ ア時

代 に向 けて のNITの 基 本構 想 及 び 当面 の具 体 的取 り組 み に つ い て(マ ル チ メ

デ ィア 基 本 構 想)」 、が 発 表 され た,、こ の よ うにNTTは,民 営 化 直 後 か ら90年

代前 半 を通 じて,ISDNを 主軸 に,有 線 通 信 サ ー ビ スの 多 様 化 を推 進 す る体 制

を整 えて い った.

ISDNサ ー ビ スは導 入当 初,従 来 の 加 人電 話 回線 や 専 用 回線 を利 用 した音 声

通 信 ・デ ー タ通 信 の バ ック ア ップ と して利 川 され る こ とが 多 か った 。 しか し普

及 が 進 む につ れ,そ の利 用 形 態 は 新 た な,多 様 な形 態 で の デ ー タ通 信 利 用 へ と

20)NTTラ ー ニ ン グ シス テ ム ズ.前 掲 書 、18ペ ー ジ。

2DNTTラ ー ニ ン グ シ ス テ ム ズ 『NTTの10年 通 史編 』NTT杜 史編 纂 委 員会 」996年 、89ペ ー

ン こ}
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第3表ISDNの 利用事例

利用機関 ・業界 利 用 形 態

流 通 業 界
POSシ ス テ ム,店 舗 モ ニ タシ ステ ム

カ ー トの 信 用 照 会

金 融 業 界
営業店情報 システム,銀 行税務 オ ンラインシステム

CD/ATM遠 隔モニ タシステム

ア ミュー ズ メ ン ト業 界
通信 型 カ ラオ ケ シス テ ム,パ ソコ ン通 信

レ ン タ ル ビデ オ ・CDの デ ー タ伝 送

}

CAD業 界 企業 内 ・企業 間CADデ ー タ交換

公 共 機 関

各種証 明書 の申請 ・発行 システム

財務 会計 システム,公 共施設予約案内 システム

図書館等 のオ ンラインネ ットワー ク

『

出所:『NTTbusln榔s』1994年1-ll月 号より作成c

移 行 す る よ う に な った 。 第3表 は 主 なISDNの 利 用 事 例 を」二げ て い る。 同 表

に見 る よ うに,利 用事 業者 は流 通 ・金融 な ど の民 間業 者 か ら公 共機 関 ま で様 々

で あ り,ISDNの 利 用 形 態 も多 岐 に 亘 って い た,,NTTの 調 査 に よれ ば ,95年

9月 の 段 階 で,INSネ ッ ト64の 利 用 は デ ー タ系 が84% ,INS1500の 利 用 は

デ ー タ系 が40%,音 声 系が49%で あ った3呂〕。

3第1次 自由化期の有線通信部門発展の限界

こ う して 有線 通 信 部 門 で は,NTTが 中心 に な っ てサ ー ビス の 多 様 化 ・高 度

化 が 推 進 され て い った 。 しか し,多 様 化 ・高度 化 の主 体 がNTTで あ った こ と

は,新 た な サ ー ビス の 市場 拡 大 を遅 らせ る 要 因 で もあ った 。NTTの サ ー ビ ス

は,し ば しば ユ ー ザ ー側 か らの不 満 を招 い た 、、そ の 不 満 は,第1に,提 供 さ れ

るサ ー ビス が総 じて高 価 格 で あ り,サ ー ビスの 低 価 格 化 が ユ ー ザ ー の望 む進 度

で は進 ま なか っ た こ とで あ る,,第2に,ネ ッ トワー ク高 度 化 の進 度 の 遅 さ
,

納 期 の 遅 れ(積 滞)や サ ー ビス提 供 地 域 の 限 定 な ど.利 用 条 件 の 悪 さ で あ っ

"
/
"

ワ

】
NTTラ ーニ ング システム ズ・前掲書 、19ペ ー ジ.,な お,INSl500は 音 声通信 限定の チ ャネ

ルを含むため.デ ー タ通信 と音 声通信 の利用が拮抗 している,、
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この よ うな 問 題 が 生 じる最 大 の 要 因 は,新 た な有 線 通 信 サ ー ピス の 領 域 で

NTTとNCC間 の競 争 関 係 が 成 立 せ ず,実 質 的 にNTTの1社 独 占体 制 が 形

成 され た こ と にあ った 。 全 国規 模 でNTTと 競 争 関 係 にあ る長 距 離NCCは,

長 距 離 通信 部 門 で早 々 に営 業 黒 字 を達 成 して お り,新 規 サ ー ビス の提 供 に イ ン

セ ンテ ィヴ を もた な か った 。 そ の た め,NTTの 新 規 サ ー ビ スの提 供 に対 し,

NCCの 同一 サ ー ビス の提 供 は常 に遅 れ を と った 。 た と えばISDNに 関 して は,

国 内 で はNTTの サ ー ビ ス開始 か ら7年 後 の95年 に,よ うや く長 距 離NCCに

よる サ ー ビス 開始 が な され た。 また,専 用線 の よ うにNCCが 早 くか ら提 供 を

開 始 して い るサ ー ビス につ い て も,そ の規 模 は 小 さ く,NTTの 競 争 相 手 に は

な り得 な か った の で あ る。

III移 動体通信部門の発展

1移 動体通信部門の自由化とその特徴

移動体通信部門は.自 由化以前か ら90年 代 の前半 までは,無 線呼び出 し

(ページング)サ ーピスが中心であった。 しか し,第2図 に見るように,1994

年を境に携帯電話の契約数が急速に増加 し,そ の後は無線呼び出しに代わ って

移動体通信市場拡大の中心を担うようになった、.したがって以下では,考 察の

対象を携帯電話部門に限定する、,

第4表 は,自 由化後に携帯電話市場に参入した移動体NCCの 概要である。

同表が示すように,移 動体NCCの 親会社はその全てが長距離NCC,お よび

長距離NCCに 出資す る企業であった。また,事 業者の事業領域は郵政省に

よって地域ごとに区分され,同 一地域における参入事業者数の制限が図られた。

したがって,形 式上は全国単位か地域単位か という参入形態の違いはあったが,

郵政省の参入規制のあり方と,そ れに規定された事業者間の競争関係は実質的

には長距離通信部門のそれ と何ら変わ りはなかった。

23)「ISDNの 行方」『日経コミュニノーシコン』1995年8月7口、52ペーシ。
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第4表 移動体通信事業者の概要

事 業 者 主な出資者 事 業開始期 のサ ービス域
サー ピス

開始時期

NTT移 動通信網
一 一

NTT 全国 ユ979年12月

1」本移動通信 TWJ,ト ヨタ 首都圏 ・東海地方 1988年12月

セ ル ラ ー ・グ ル ー プ DDI,電 力 各 社 首都圏 ・東海地方以外 の全地域 1989年 ～

デ ジ タ ルホ ン ・

グ ルー プ

目本 テ レコ ム,

JR各 社
首都圏,関 西 ・東 海地方 1994年 ～

ツ ー カ ー ・ グ ル ー プ DD1,日 産 自動 車 首都圏,関 西 ・東海地 方 1994年 一

デ ジ タル ッー カ ー ・

グ ル ー プ

デ ジ タル ホ ン,

ツー カー

首都圏.関 西 ・東海地方以外の

全地域
1996年 ～

出所:『 平成9年 版通信 白書』 よ り,加 筆修正 して作成。

自由化当初は,郵 政省は1地 域2社 体制,す なわち1地 域につきNCCが1

社参入し,全 国的にNTTと の2社 体制を形成する万針をとっだ 弔,,郵政省は

こ の方 針 に基 づ き,87年2月 に ,携 帯 電話 部 門へ の 参 入 を表 明 して い た 日本 高

24)情 報通信総合研究所編 『通信自rh化・1情報通信総合研究所,1996年,256ペ ージ、、
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速通信(皿)O)とDDIと の間に合意を成立させ,両 杜の参入地域を分割させ

た、,その後郵政省は90年3月 に,ア ナログ方式に代わる次世代携帯電話方式と

して800MHzと1,5GHz帯 のデジタ,レ方式の導入を決定 し,そ れを機にデジ

タルホングループとッーカーグループの参入が認められた。両杜は首都圏,関

西 ・東海地方以外の地域においては,競 争回避を目的として共同出資でデジタ

ルツーカー各社を設立 しだ9。 こうして94年 までに,移 動体通信部門では地域

別に4社 あるいは3社 による事業体制が整えられた。

一方 で,既 存事業者で あるNTTは,90年3月 に出された郵 政省告示

「NTl'法 附則第2条 に基づき講ずる措置」によって,移 動体通信部門を分離

し別会社化することとなった。これは公正有効競争を実現するとい う郵政省の

方針を,NTTに も適用す るために採 られた措置であった。 これ を受 けて

NTTは92年7月 に移動体通信事業本部を分社化 し,NTT移 動通信網 を設立

した。さらに93年7月 にはNCCと 同様 に,首 都圏以外の地域 ごとに8つ の地

域会社を設立 し,本 社と合わせた9社 体制に移行 しだ%

こうした参人規制 と共に,NTT移 動通信網の分離 ・独立の際に,郵 政省は

公正有効競争条件の整備 という名目の下に,NTT移 動通信網 と移動体NCC

に対 してNTTと の取引に関する規制を課した。すなわち,NTTと の取引に

際し,各 事業者は,① 回線を利用する際の接続条件,② 事業者間の料金の清

算,③ 設備(局 舎など)の 使用条件,④ 研究開発成果の利用などで同等の条

件を課された。このため,た とえばNTT移 動通信網の携帯電話と一般の固定

電話 との間で通諦 をする場合,NTT移 動通信網 はNTTに 対 して移動体

NCCと 同じ条件で料金を支払 うことになっだ71。

さらにNTT移 動通信網は,NTTと の関係において独自の規制を課された。

すなわち,① 可能な限 りNTTと 別個の伝送路を構築すること.②NTTと

25)同 上書,257-258ベ ー ジ 、、

26)同 上 書,258-259ベ ー ジ。,

27)「 激 動 期 迎 えた 移 動 通 信 」 『Ir経 コ ミュニ ケ ー シ ョ ン』,1992年7月20口 、44-45ペ ー ジ。
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NTT移 動通信網間の取引の際,NTTか らNTT移 動通信網へ補助を行わな

いこと,③NTTとNTT移 動通信網の問で共同資材購人を行わないこど8》,

などである。 このような規制を課す ことで,郵 政省はNTT移 動通信網が

NITと の取引関係を利用 して移動体通信部門で独占的な地位を占めないよう,

極力NTTとNTT移 動通信網の協力関係を排除 しようとしたのである、、

2携 帯電話部門の競争構造

携帯電話部門においては,事 業者間の競争関係は価格競争という形で現れた。

すなわち第1次 自出化期において,有 線通信部門ではデータ通信部門の発展に

よりサービスが多様化 しつつあったのに対 し,携 帯電話部門のサービスはもっ

ぱら音声通信に限定されていた。 したがって,第1次 自由化期を通 じて携帯電

話部門における競争は,価 格競争に終始せざるを得なかったのである。 しか し,

固定電話部門では価格競争が市場の拡大をもたらさず,NCCに よるNTT・

KDDの シェアの侵食にとどまったのに対 し,携 帯電話部門では価格競争が

NTT移 動通信網 ・移動体NCC双 方の売上高を飛躍的に増加させる結果を生

んだ。その違いをもたらしたのが,サ ービス価格の低下に伴 う契約数の増加で

あった,、

事業者間の価格競争を主導 したのは,NTT移 動通信網であった。移動体

NCCが 参入す るまでの携帯電話市場 は,NTTの1社 独占であった。その当

時は,携 帯電話サービスはまだ レンタル ・サービスしかなく,そ の利用料は非

常に高価であった。NTT移 動通信網の発足 した92年 を見ると,利 用者は保証

金(10万 円),新 規加入料(4万5800円),基 本使用料(月1万6000円)な どの

初期投資費用および通話料を負担 しなければならなかった。しかし自由化以降,

移動体NCCの シェアが上昇 し続ける中で,NTT移 動通信網は事業戦略の転

換を迫 られることになった。

このためNTT移 動通信網 は93年 以降.徹 底 した価格戦略を打ち出した。

28)N■Tド コモ10年史編纂事務局 『NTTドコモll)年史』NTTド コモ.2002年.22ページ。
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NTT移 動通信網 はまず93年10月 に,保 証金制度を廃止 した。この結果,NTT

移動通信網の93年度の契約数は29万6000件 の純増を見せ,こ の年だけで累損が

一掃 された29〕。翌年の94年 には携帯端末の売切 り制が導入され,そ れと共に新

規加入料の値下げが促進された。94年4月 にそれまで4万5800円 であった加入

料を3万6000円 に値下げして以降,数 度の値下げが繰 り返され,96年12月 には

新規加入料制度そのものが廃止された3。,。一方で基本使用料および通話料 も,

売切 り制の導入を機に大幅な値下げが繰 り返された,、このNTT移 動通信網の

価格戦略を受けて,移 動体NCCの 側 もそれに対応 した料金値下げを展開した。

こうした継続的なサービス価格の低下は,携 帯電話サービスの利用者の側に

変化をもたらした。携帯電話市場がNTTの1社 独占であった時期は,携 帯電

話サービスの契約者は個人よりも法人の方が多かった。NTT移 動通信網が93

年の5月 から7月 にかけて行った携帯 ・自動車電話ユーザー調査によると,携

帯電話の利用者は法人契約が57%で,そ の利用目的はビジネス利用が57%,ビ

ジネス&プ ライベー ト利用が39%と,個 人契約で も仕事で利用 しているユー

ザーが多数を占めていた31}。それが売切 り制の導入された94年度を境に,携 帯

電話サービスのユーザーの中心は法人から個人へとシフ トした。それ以後,個

人契約者の増加が携帯電話市場の急速な拡大をもたらすこととなった3%

このように,携 帯電話部門においても,事 業者間の競争は長距離通信部門と

1司様に価格競争として現れた。 しか し.携 帯電話部門では法人から個人ヘユー

ザーの中心がシフトしたことで.そ の発展の方向は長距離通信部門とは異なる

様相を見せたのである。

29)同 上書,28-29ヘ ー ジ、、

30)1剛 ヒ書.48-50ベ ー ジ。

31)同 上書,21ペ ー ジ、

321携 帯電話の個人ユーザーの増加について は、価格の低下 とい う経済的要因のみではな く,社 会

的要因 も含めた考察が必要である.し か し木論 文で は,考 察の範囲 は経済的要因に限定 した,
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お わ り に

第1次 自由化期を通 じて,日 本の通信産業では競争制限的な構造が基本的に

維持され続けた。規制緩和の推進を主張する論者にとっては,こ の構造 を批判

し.制 度的にいかに有効 ・公正で国際的に通用する競争条件を確立するかが主

な関心の対象であった、、しかしなが ら第1次 自由化期は,競 争制限的な構造の

中でも,デ ータ通信サービス市場の拡大や移動体通信部門の発展など,ゆ るや

かではあるが従来の産業構造の転換がはかられつつあった時期であった。すな

わち,第1次 白由化期は,単 に競争制限的な構造のみをその特質とするのでは

な く,固 定通信部門巾心からデータ通信部門や移動体通信部門を含めた ,多 様

なサー ビス部門を有する産業構造へ と転換する萌芽を見せつつあった時期で

あった。その意味で,第1次 白由化期は,後 の第2次 自由化期 と密接な関連性

を持つ時期だったと揖える。

また,第1次 自由化期における事業者の新規事業の展開は,NTlー のISDN

サービスが後にADSLサ ービスに取って代わられたことなどを例に上げて,

「失敗」としてのみ捉えられることがある。しか しこれにしても,単 に事業自

体の失敗うんぬんを問うだけではなく,そ の新規事業が通信産業の構造転換に

どのような影響をおよぼしたかが ,明 らかにされねばならないだろう。


